
滋 賀 県 障 害 児 ・ 者 地 域 活 動 推 進 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 

 

（趣 旨） 

第１条 知事は、滋賀県障害児・者地域活動推進事業実施要綱（以下「実施要綱」とい

う。）に基づき実施される各種事業に要する経費の一部に対して、予算の範囲内におい

て補助金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県補助金等交付規則（昭和４

８年滋賀県規則第９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定め

るところによる。 

 

（補助金の交付対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、実施要綱第２条に定められたものとする。 

 

（補助金の対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業は、実施要綱第３条に規定する事業とする。 

 

（補助金の算定方法） 

第４条 補助金の算定は別表によるものとし、１，０００円未満の端数が生じた場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

 

（交付の条件） 

第５条 規則第５条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事

の承認を受けなければならない。 

（２） 事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、知事の承認を得なけ

ればならない。 

（３） 事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった場合

は、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（４） 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後におい

ても、善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図ら

ねばならない。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする団体等は、別記様式１により、別に定める日まで

に交付申請書を知事に提出するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税等仕入れ

控除税額（補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費



税法（昭和63 年法律第108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額と当該金額に地方税法（昭和25 年法律第226 号）に規定する地方消費税率を

乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合

には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る

消費税等仕入れ控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 知事は、前項の申請に係る補助事業が適当であると認めたときは、補助金の交付

を決定し、別記様式２により申請者に通知するものとする。 

２ 知事は前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付

申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。 

 

（計画変更の承認等） 

第８条 補助金交付決定通知を受けた後において、申請書に記載された補助事業の内容変

更をしようとするときは、別記様式３により知事の承認を受けなければならない。 

２ 補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ別記様式４により知事に申請してそ

の承認を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助事業が完了したときは、各年度の補助事

業が完了した日から起算して３０日以内または翌年度の４月１０日のいずれか早い日ま

でに、補助事業の実績を別記様式５により知事に報告しなければならない。 

２ 第６条第２項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報

告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかである場合

には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

 

 

 

（補助金の交付） 

第10条 知事は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算

払により交付することができる。 

２ 概算払により補助金等の交付を受けようとするときは別記様式第６に関係書類を添え

て知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第11条 概算払により補助金を交付した場合において、確定した補助金の額が交付した補



助金の額に満たないときは、団体は、その差額を知事に返還するものとする。 

 

（消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 12条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕

入れ控除税額が確定した場合（消費税等仕入れ控除税額が０円の場合を含む。）には、

速やかに消費税等仕入れ控除税額報告書（別記様式７）を知事に提出しなければならな

い。 

なお、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額があることが確定した場合には、当該消

費税等仕入れ控除税額を県に返還しなければならない。 

 

（標準事務処理期間） 

第13条 標準事務処理期間は次のとおりとする。 

（１） 規則第４条の規定による補助金等の交付の決定は、規則第３条の規定による申請

があった日から起算して３０日以内に行うものとする。 

（２） 知事は、補助金の変更交付申請があったときは、申請書を受理した日から１４日

以内に変更交付決定を行うものとする。 

（３） 規則第１３条の規定による額の確定は、第９条の規定による実績報告があった日

から起算して３０日以内に行うものとする。 

 

（書類の提出） 

第14条 団体が規則およびこの要綱の規定により知事に提出する書類は、県健康医療福祉

部障害福祉課または管轄する福祉圏域毎の所管部局へ提出するものとする。 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第15条 補助事業者は、第６条の規定に基づく交付の申請、第８条第１項の規定に基づく

計画変更の申請、第８条第２項の規定に基づく中止の申請、第９条の規定に基づく実績

報告、第10条の規定に基づく概算払請求または第12条の規定に基づく消費税等仕入れ控

除税額報告については、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例（平

成16年滋賀県条例第30号）第３条第１項に規定する電子情報処理組織を使用して行うこ

とができる。 

 

（帳簿等の整理） 

第16条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助事業の経理内容を証する関係書類を整備

し、その収支を明らかにしておかなければならない。 

 

 



付  則 

この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。 

なお、この要綱の施行の際現にある改正前の滋賀県障害児・者地域活動推進事業費補助

金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することがで

きる。 

 

 付  則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度分の補助金から適用する。 

  



別 表 

補助対象事業名 補助対象経費 補助基準額 補助率 

（１）地域活動事業 左記事業を行うために必要な下記の

経費に対して補助を行う。 

 

・交通費(宿泊費は除く) 

・報償費 

・消耗品費（食費は除く） 

・原材料費 

・印刷費 

・通信費 

・使用料 

・保険料 

１グループ

年間 

600 千円 

 

 

 

 

１／３

以内 （２）地域啓発事業 １グループ

年間 

150 千円 

 


